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子ども・子育て支援事業計画の策定等について 

１ 目的 

 平成27年度から５年間を計画期間としている「飾区子ども・子育て支援事業

計画（平成27年度～平成31年度）」の次期計画として、「飾区子ども・子育て支

援事業計画（平成32年度（2020年度）～平成36年度（2024年度））の策定、及び策

定に向けたニーズ調査の実施などの業務を策定事業者に委託し、行っていくもの。 

２ 策定事業者 

 プロポーザル方式により事業者を選定する。 

３ ニーズ調査 

（１）調査対象者 

    ・調査対象者は、主に就学前の子ども（０～５歳）の保護者とする。 

・ただし、学童保育クラブについては、就学前の５歳以上の子どもの保護者を基

本とする。 

（２）調査方法 

・標本数は、 

 ①子育て支援施設の利用希望等に関する調査として、５歳以下の子どもを持つ

保護者を対象に約 6,000 件 

 ②幼稚園園児保護者の就労状況等に関する調査として、区内に所在する幼稚園

に通う園児の保護者を対象に約 6,000 件 

 ③学童保育クラブの利用等に関する調査として、区内の学童保育クラブに通う

児童の保護者を対象に約 2,000 件 

とし、住所地ごとに一定件数の調査対象者を無作為で抽出する（ただし、②を

除く）。 

・抽出した調査対象者あてに、調査票を配布し、同封の返信用封筒にて回収する。 

（３）主な調査項目 

・教育・保育事業の利用状況と利用希望について 

・地域の子育て支援事業の利用状況と利用希望について 

・保護者の現在の就労状況や今後の就労希望（時期・就労形態等）について 

・小学校就学後の放課後の過ごし方について        等 
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（４）調査票イメージ 

    ・「飾区子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度～平成 31 年度）策定の際

に行ったニーズ調査（平成 25 年度実施）の調査票を基に、次期計画策定の手引

きを参考に作成する予定である。 

    ※別紙「参考資料１ ニーズ調査票」参照。 

（５）その他 

   ・その他、詳細については、今後、国や東京都から提示される予定の次期計画策

定の手引き等に基づき、区と策定事業者と協議、調整を行っていく。 

４ 策定スケジュール（現時点での予定） 

  平成 30 年８月 策定事業者募集受付 

       ９月  策定事業者選定（～10 月まで） 

       10 月  策定事業者と契約締結 

       12 月  ニーズ調査実施 

  平成 31 年３月  ニーズ調査結果報告（速報値） 

       ４月  次期計画骨子案作成 

       ５月  ニーズ調査結果報告 

       ９月  次期計画骨子案 

       10 月  次期計画素案作成 

       12 月  次期計画素案、パブリックコメント実施 

  平成 32 年３月  次期計画策定 


